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関 前 支 所 住民ｻｰﾋﾞｽ課 794-1192 関前岡村甲 732 番地 ０８９７-８８-２１１１ ０８９７-８８-２３５０ 
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  この冊子は、今治市にお住まいの障がいのある方やそのご家族の方々が利用できるサービスの内容を令

和 7 年４月 1 日現在でまとめたものです。サービスを利用する際の手続きや持参していただくものなどを

可能な限り記載しておりますので、ご活用ください。なお、サービス内容等は、その都度変更されること

がありますので、詳細は市役所障がい福祉関係窓口、または相談支援事業所にお問い合わせください。 
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◆身体障害者手帳◆ 

 身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められる場合に、本人（15歳未満の場

合は保護者）の申請に基づいて交付されます。手帳は各種の支援を受けるために必要なものです。 

障害の程度により１～６級に分かれています。（等級表は２5～２8ページに掲載しています。） 

■障害の内容 

 視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由（上肢・下肢・体幹・

運動機能障害）、内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう直腸、小腸、ウイルス免疫、肝臓） 

項 目 ご用意いただくもの 

新規交付・等級変更の申請 

※申請後約１～2か月で交付され

ます 

・身体障害者手帳交付申請書 ※ 

・身体障害者診断書・意見書（指定医の診断を受けたもの）※ 

・写真1枚（タテ４cm×ヨコ３cm・無帽上半身・真正面・写真店等で

プリントしたもの） 

・認印  ・マイナンバーが確認できる書類 

再交付申請（紛失・破損等） 

※申請後約３週間で交付されます 

・身体障害者手帳再交付申請書 ※ 

・写真１枚（タテ４cm×ヨコ３cm・無帽上半身・真正面・写真店等で

プリントしたもの） 

・認印  ・マイナンバーが確認できる書類 

変更届（住所・氏名等） 
・身体障害者居住地・氏名変更届 ※ 

・手帳  ・認印  ・マイナンバーが確認できる書類 

返還届（死亡・治癒等） 
・身体障害者手帳返還届 ※ 

・手帳  ・認印  ・マイナンバーが確認できる書類 

 

 ※申請書、診断書等の様式は窓口にてお渡ししております。また、申請書は市役所障がい福祉課ホームページ 
にて、診断書は愛媛県ホームページにてダウンロードが可能です。 

■問い合わせ先 
 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
 

◆療育手帳◆ 

 知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや援助措置を受けやすくすることを目的とす

るもので、愛媛県福祉総合支援センターとの面談等を経て、知的障がいと判定された方に交付されます。 

判定は、知的能力の程度と介護の必要度から総合的に行われます。障害の程度によって重度の「A」とそれ以外

の「B」に区分されています。 

項 目 ご用意いただくもの 

新規交付申請 

・療育手帳交付申請書 ※ 

・療育手帳交付（確認）申請調書 ※ 

・写真1枚（タテ４cm×ヨコ３cm・無帽上半身・真正面・写真店等で

プリントしたもの） ・マイナンバーが確認できる書類 

障害程度確認の申請 

※手帳記載の「次の判定年月」に 

程度の確認を行います。 

・療育手帳程度確認申請書 ※ 

・療育手帳交付（確認）申請調書 ※ 

・写真1枚（タテ４cm×ヨコ３cm・無帽上半身・真正面・写真店等で

プリントしたもの） 

・手帳 ・マイナンバーが確認できる書類 

再交付の申請 

※申請後約１か月で交付されます 

・療育手帳再交付申請書 ※ 

・写真１枚（タテ４cm×ヨコ３cm・無帽上半身・真正面・写真店等で

プリントしたもの） ・マイナンバーが確認できる書類 

手帳等 
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記載事項の変更（住所・氏名等） 
・療育手帳記載事項変更届 ※ 

・手帳  ・マイナンバーが確認できる書類 

返還届（死亡等） 
・療育手帳返還届 ※ 

・手帳  ・マイナンバーが確認できる書類 

※申請書、申請調書等の様式は窓口にてお渡ししております。また、市役所障がい福祉課ホームページにて 
ダウンロードが可能です。 

■問い合わせ先：本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
 

◆精神障害者保健福祉手帳◆ 

 精神障がいのため、日常生活や社会生活に制約がある方に交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はあ

りません。障害の程度により１～３級に区分されています。 

項 目 ご用意いただくもの 

新規交付の申請 

※申請後約２か月で交付されます 

・障害者手帳交付申請書 ※ 

・医師の診断書（手帳用のもの）※ または 障害年金（精神障がい）

の年金証書等（支払通知書可）の写し 

・同意書（年金証書等の写しで申請するとき）※ 

・写真１枚（タテ４cm×ヨコ３cm・無帽上半身・真正面・写真店等で

プリントしたもの） 

・マイナンバーが確認できる書類 

更新申請 

※ 2年ごとの更新が必要です 

※ ３か月前から申請ができます 

・障害者手帳交付申請書 ※ 

・医師の診断書（手帳用のもの）※ または 障害年金（精神障がい）

の年金証書等（支払通知書可）の写し 

・同意書（年金証書等の写しで申請するとき）※ 

・手帳 

・マイナンバーが確認できる書類 

記載事項の変更（住所・氏名等） ・手帳 

返還届（死亡・治癒等） ・手帳 

※申請書、同意書、診断書等の様式は窓口にてお渡ししております。また、申請書、同意書は市役所障がい福祉
課ホームページにて、診断書は愛媛県ホームページにてダウンロードが可能です。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆難病患者等◆ 

平成２５年４月、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）の施行に

伴い、障がい者の範囲に難病等の方が加わりました。 

難病等による障がいのある方は、身体障害者手帳等の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス、相

談支援、補装具費支給制度及び地域生活支援事業を利用できます。また、障がい児についてはそれらに加えて、障

害児通所支援及び障害児入所支援を利用できます。具体的には、各種サービス等の項目をご参照ください。 

 

■対象疾患 

 ３４８疾病（対象疾病一覧を２8ページ目以降に掲載しています。） 

  

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
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年金・手当 

◆障害基礎年金◆ 

■対象 

①国民年金加入者で、初診日の前日において、障がいの原因となった傷病の初診の月の前々月までの保険料納付済

期間（免除期間を含む）が加入期間の２/3以上ある方、又は、直近の1年間に滞納のない方 

②20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた方が、障がいの状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達

した後に障がいの状態となったとき 

■年金額 

 １級 昭和31年4月2日以後生まれ…1,039,625円（月額86,635円）(令和7年４月現在) 

    昭和31年4月1日以前生まれ…1,036,625円（月額86,385円）(令和7年４月現在) 

 ２級 昭和31年4月2日以後生まれ…  831,700円（月額69,308円）(令和7年４月現在) 

    昭和31年4月1日以前生まれ… 829,300円（月額69,108円）(令和7年４月現在) 

  なお、受給権者に生計を維持されている子が18歳に達する年度末まで（障がいのある場合は20歳未満）１人に

つき239,300円（３人目から79,800円）が加算されます。１、２級の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異な

ります。 

■問い合わせ先 

 本庁保険年金課 電話：0898-36-1520 または各支所住民サービス課 

 

◆特別障害給付金◆ 

①昭和 61 年 3 月以前に被用者年金制度等（厚生年金、共済組合等）に加入していた者の配偶者 

②平成 3 年 3 月以前の学生 

上記①または②に該当し、当時国民年金に任意加入していなかった期間内に障がいの原因となった傷病の初診日

があり、現在障害基礎年金の受給該当程度の障がいの状態にある方に給付されます。なお、障害年金などを受給す

ることができる方は対象になりません。 

■支給額 

 １級：月額56,850円(令和７年４月現在) 

 ２級：月額45,480円(令和7年４月現在) 

支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定され、所得制限があります。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給

されている場合には、その支給額相当は支給されません。１、２級の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なりま

す。 

■問い合わせ先 

 今治年金事務所 電話：0898-32-6141 

 

 

◆障害厚生年金◆ 

■受給要件 

 厚生年金加入期間中に初めて医師の診断を受けた傷病による障がいであること（ただし、障害基礎年金の納付要

件を満たしている方） 

■問い合わせ先 

 請求書提出時に厚生年金加入中の方は、勤めている事業所を管轄する年金事務所。それ以外の方の請求及び相談

は最寄りの年金事務所。今治年金事務所 電話：0898-32-6141 

  



4 

◆特別障害者手当◆ 

 精神または身体に、重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする(※)在宅の20歳以上

の方に対して支給されます。認定は、医師の認定診断書及び市の面接調査表による嘱託医の審査結果に基づき認定

します。 

 

 

 

 

 

 

※ 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 

      

■手当額 月額29,590円（令和7年4月現在） 

■支給制限 

 次のいずれかに該当するときは、支給されません。 

  ・施設に入所しているとき。 

  ・病院、診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき。 

  ・本人・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が基準額を超えるとき。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆障害児福祉手当◆ 

 精神または身体に障がいがあるために、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の２０歳未満の障が

い児に対して支給されます。認定は、医師の認定診断書及び市の面接調査表による嘱託医の審査結果に基づき認定

します。※ 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 

 

■手当額 月額16,100円（令和7年4月現在） 

■支給制限  

 次のいずれかに該当するときは、支給されません。 

  ・施設に入所しているとき。 

  ・障がい児本人が障がいを理由とする公的年金を受けているとき。 

  ・本人・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が基準額を超えるとき。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆経過措置の福祉手当◆ 

 昭和61年３月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、特別障害者手当、障害基礎年金のいずれも支給

されない20歳以上の方に対して支給されています。（新規の認定はありません。） 

■手当額 月額16,100円（令和7年4月現在） 

■支給制限 

 下記に該当する場合には支給されません。 

  ・施設に入所しているとき。 

  ・障がい者本人が障がいを理由とする公的年金を受けているとき。 

  ・本人・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が基準額を超えるとき。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

※「常時特別の介護を必要とする」とは・・・ 

寝たきりなど長期にわたる安静を必要とする病状で、立ち上がることができない、手・腕が動か

せない、目が見えにくい、耳が聞こえにくいなどの生活困難（障がい）が 2 種類以上重複してい

る程度のことをいいます。詳細は、窓口にお問い合わせください。 
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◆特別児童扶養手当◆ 

 精神または身体に障がいのある 20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって児童を養

育している方に支給されます。 

  ※ 障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。 

■手当額 

 1級（重度） 月額56,800円（令和7年4月現在） 

 2級（中度） 月額37,830円（令和7年4月現在） 

■支給制限 

 次のいずれかに該当するときは、支給されません。 

 ①申請者および同一世帯にある扶養義務者等の所得が基準額以上のとき。 

 ②児童が児童（社会）福祉施設に入所しているとき（母子生活支援施設・保育所・児童発達支援センター等を除く）。 

  ③児童の障がいを支給理由とする公的年金を受けているとき。 

■問い合わせ先 

 こども未来課 電話：0898-36-1529 または各支所住民サービス課 

 

◆心身障害者扶養共済制度◆ 

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一（死

亡、重度障がい）のことがあったとき、障がいのある方に対して、終身一定額の年金を支給する任意加入の制度で

す。 

障がいのある方 1 人につき 2 口まで加入できます。 

■年金の支給 

加入者が死亡または重度障がい状態に該当していると認められたときは、その月から障がい者に対し、生涯にわ

たって年金が支給されます。支給額は、１口加入の方は月額 2 万円（年額 24 万円）、2 口加入の方は月額 4 万円

（年額 48 万円）となります。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆心身障害者（児）福祉年金◆ 

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、毎年９月1日現在において、今治市住

民基本台帳に記載されている方に支給されます。 

■福祉年金の額 

区分 

年 額 
身体障がい者（児） 知的障がい者（児） 精神障がい者（児） 支給日 

８，０００円 
１級 

Ａ 
１級 

11 月下旬 

２級 ２級 

６，０００円 

３級 

Ｂ ３級 
４級 

５級 

６級 

※２つ以上の手帳を交付されている方は、高い方の金額を支給します。（重複支給なし） 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
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医療 

◆重度心身障害者医療費助成◆ 

 重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費が助成されます。助成を受けるため

には、受給者証の交付申請が必要です。 

■対象 

 次のいずれかの手帳の交付を受けている方が対象となります 

  ・身体障害者手帳 1・2 級 

  ・療育手帳     A・B○医  

■申請に必要なもの 

  ・健康保険の資格がわかるもの（資格確認書等） 

  ・交付を受けている手帳 

■問い合わせ先 

  本庁保険年金課 電話：0898-36-1520 または各支所住民サービス課 

 

◆後期高齢者医療◆ 

 通常、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになりますが、65歳以上で一定の障がいがある方

は、本人の申請により加入資格を取得することができます。（障害認定） 

■対象 

 ・満75歳以上の方（通常） 

 ・65歳以上で次のいずれかに該当する方（障害認定） 

 ①身体障障害手帳１～３級及び４級の一部に該当する方 

 ②療育手帳Aを所持している方 

 ③精神障害者保健福祉手帳１、２級を所持している方 

 ④障害年金１、２級を受給している方 

■問い合わせ先 

  本庁保険年金課 電話：0898-36-1520 または各支所住民サービス課
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◆自立支援医療◆ 

【更生医療】 

 身体障がい者の職業能力を増進、あるいは日常生活の便宜を増すため、障がいの程度を軽くしたり、取り除いた

りする医療を給付する制度で医療保険の自己負担の一部を公費で負担します。ただし、所得によって対象とならな

い場合もあります。 

■対象 

 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方 

■給付内容 

じん臓機能障害 人工透析療法、じん臓移植及びこれに伴う医療（血液透析、じん移植術、ＣＡＰＤなど） 

心臓機能障害 
心臓疾患に対する手術及びこれに伴う医療（弁口、心室心房中隔欠損に対する手術、人工弁

設置手術、ペースメーカー植込み手術など）※内科的治療のみは除く 

肢体不自由 
整形外科的治療と医学的リハビリテーション、神経外科的治療や形成外科的治療（関節の授

動術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など） 

視覚障害 永続する視覚障がい対する効果的手段となるもの（白内障手術、角膜移植手術など） 

聴覚障害 耳介の変形、外耳道狭窄に対する形成術、人工内耳など 

音声・言語・ 

そしゃく機能障害 
唇顎口蓋裂の歯科矯正、精神的ショック等により生じた機能性言語障害の薬物、暗示療法など 

小腸機能障害 中心静脈栄養法及びこれに伴う医療費など 

肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法など 

免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調整療法など 

※その他にも対象となる医療がありますので、ご相談ください。 

■自己負担 

 原則１割の定率負担。また、所得により負担上限月額が設定されています。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

【育成医療】 

 育成医療は、身体の機能に障がいがある児童もしくは機能障害を招くおそれのある児童（18歳未満）で、適切な

医療を行うことにより、障がいの治癒もしくは軽減を図ることができる場合、その治療にかかった費用の一部を助

成します。ただし、所得によって対象とならない場合もあります。 

■対象 

１ 視覚障害 

２ 聴覚・平衡機能障害 

３ 音声・言語、そしゃく機能障害 

４ 肢体不自由 

５ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓機能障害  

６ 先天性の内臓機能障害（5を除く）  

７ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害  

※ただし、内臓の機能障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに 

限り、いわゆる内科的治療は除きます。 

（内科的治療については、小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる場合があります。） 

■自己負担 

 原則１割の定率負担。また、所得により負担上限月額が設定されています。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課  
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【精神通院】 

 精神疾患（てんかんや発達障がい等を含みます）で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院

のための医療費の自己負担を軽減するものです。ただし、所得によって対象とならない場合もあります。 

■対象 

 精神疾患を理由として通院している方（入院に係る費用は対象外） 

■自己負担 

 原則１割の定率負担。また、所得により負担上限月額が設定されています。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

税金・公共料金 

◆各種税制度◆ 

【所得税・住民税】 

障害者控除 
本人または控除対象配偶者若しくは扶養親族が身体障害者手帳３～６級、 

療育手帳Ｂ、精神障害者保健福祉手帳２、３級の場合 

特別障害者控除 

同居特別障害者扶養控除等 

本人または控除対象配偶者若しくは扶養親族が身体障害者手帳１、２級、 

療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳1級の場合 

■問い合わせ先 

 税務署、勤務先、市役所市民税課に手帳を呈示するなどして申告してください。 

 

【自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割・種別割）】 

 障がいのある方が所有し使用する軽自動車・普通自動車で、一定の要件に該当する場

合、申請によって各種税金の減免を受けることができます。生計同一者が運転する場合

は、通院・通学等の使用回数が月４回に満たない場合は減免できません。なお、構造上

障がい者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車については、手帳等の要

件は設定されておりません。  

■対象 

（１） 身体障がい者（身体障害者手帳の交付を受けている方） 

障害の区分 本人が運転する場合 生計同一者の運転の場合 

視覚障害 １級～４級 

聴覚障害 ２級・３級 

平衡機能障害 ３級 

音声機能障害（喉頭摘出のみ） ３級 － 

上肢不自由 １級及び２級 

下肢不自由 １級～６級 １級～３級 

体幹不自由 １級～３級及び５級 １級～３級 

乳幼児期以前の非進行性脳病変 

による運動機能障害 

上肢機能 １級・２級 

移動機能 １級～６級 １級～３級 

内部障害 

（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸の機能障害） 
１級・３級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝機能障害 １級～３級 

（２） 知的障がい者（療育手帳の交付を受けている方） 

     療育手帳に記載された障がいの程度が「Ａ」の方 

（３） 精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方） 

     精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「１級」の方 

 ※（１）の１８歳未満の方、（２）・（３）の方の場合、生計同一者が所有する自動車も減免対象。 
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■問い合わせ先 

自動車税種別割 
東予地方局課税課      電話 0897-56-1300（代） 

東予地方局今治支局税務室  電話 0898-23-2500（代） 

軽自動車税種別割 市役所市民税課       電話 0898-36-1510  

環境性能割 中予地方局課税課      電話 089-957-6621 

 

【相続税】 

 法定相続人である障がい者が相続により財産を取得した場合に税額控除を受けることができます。 

■問い合わせ先 

 今治税務署 電話：0898-32-6100 

 

【贈与税】 

 特別障害者は一定の信託受益権の価格のうち、６,０００万円まで非課税となります。 

■問い合わせ先 

 今治税務署 電話：0898-32-6100 

 

◆各種の交通運賃の割引◆ 

福祉の措置 内 容 割引額 申込 備 考 

ＪＲ運賃の割引 

 

 

 

R7.4.1～精神障害者割

引制度開始。（顔写真が

貼られ、「第1種」「第2

種」の記載がある手帳の

提示が必要です。（下記

※をご参照ください。） 

第１種身体・※精神・知的障がい者

が介護者とともに乗車する場合は、

普通乗車券、回数乗車券、普通急行

券、定期乗車券が対象。 
・本人と介護人 50％引 

Ｊ 

Ｒ 

各 

駅 

※運賃割引におけ

る障害者区分（第１

種・第２種）は、手

帳の「旅客鉄道株式

会社旅客運賃減額

欄」に記載 

 

利用の際は、身体障

害者手帳または療

育手帳・※精神障害

者保健福祉手帳を

呈示 

第２種身体・※精神・知的障がい児・

（１２歳未満に限る）が介護者とと

もに乗車する場合は、定期乗車券の

み対象（小児定期は割引適用不可）。 

第1種及び第2種身体・※精神・知的

障がい者が単独で乗車する場合は、

片道100km 以上ご利用の場合に

限り、普通乗車券のみ対象。 

・本人のみ 50％引 

男性60歳以上、女性55歳以上の身

体障がい者が「ジパング倶楽部」に

入会することによりJR 各線を利用

して片道、往復または連続で

201km 以上の旅行をする場合、年

間20回に限り2～3割引となる。特急

券（新幹線「のぞみ」・「みずほ」

は利用不可）、急行券、グリーン券、

座席指定券が対象。 

・新規入会者 

  1～3 回まで2割引 

  4～20回まで3割引 

・更新者1～20 回まで 

3割引 

(

財)

愛
媛
県
身
体
障
害
者
団
体
連
合
会 

年末年始やお盆な

ど利用できない期

間がある。 

ジパング倶楽部の

新規申込みには 

身体障害者手帳の

コピーと年会費

(1,400円)が必要 

航空運賃の割引 

身体障害者手帳、療育手帳または※

精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている方及びその介護者１名 

各航空会社によって異なる 

各
事
業
者 

各種障害者手帳を

呈示 
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バス・電車運賃の

割引 

身体障害者手帳、療育手帳または※

精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている方（介護者への割引適用範

囲については事業者により異なる） 

５０％引 

各
事
業
者 

各種障害者手帳を呈

示※詳細は各事業者

へ 

タクシー運賃の 

割引 

身体障害者手帳、療育手帳または※

精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている方 

１０％（本人乗車の場合） 

各
事
業
者 

各種障害者手帳を

呈示 

有料道路 

通行料金割引 

障がい者本人またはその親族等が所

有する自動車で、身体障がい者が自

ら運転する場合。 

及び重度の身体障がい者・知的障が

い者が乗車し、介護者が運転する場

合。 

R5.3.27～自動車の登録なしで申

請が可能。また、代車・タクシーな

ども利用可能。 

※車検証の所有者は個人名義が原則。 

5０％引 
市
役
所 

車両番号・有効期限

の記載されたシー

ルを貼り付けた手

帳を呈示。 

ＥＴＣ利用の場合

事前に申込みが必

要。 

船舶運賃の割引 

身体障害者手帳、療育手帳または※

精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けている方及びその介護者（１名）

が利用するとき。 

 

対象となる方、割引率、

割引対象船室などについ

ては会社により異なる 

各
事
業
者 

詳細は事業者に問

い合わせ 

 ※令和7年4月以降、精神障害者保健福祉手帳の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」欄に「第1種」・「第2種」

の標記をした手帳が発行され、JR運賃等の割引が適用されます。顔写真の貼られていない手帳は割引対象外）割引

を受けるため手帳更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、窓口にお申し出ください。

お手持ちの手帳に「第1種」又は「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。割引条件等の詳細は各事業者へお

問い合わせください。 

◆ＮＨＫ放送受信料の減免◆ 

 手帳の交付を受けている方で、障がい内容や所得状況により、ＮＨＫ放送受信料が減免されます。 

■対象と割引の内容 

区分 
半額免除 

（障がい者の方が世帯主で受信契約者の場合） 

全額免除 

（障がい者の方を世帯構成員に有する場合） 

身体障害 
・視覚・聴覚障がい者 

・上記以外の重度（1、2 級）身体障がい者 

手帳の種類や級に関わらず 

世帯構成員全員が市民税非課税 
知的障害     重度（A）の知的障がい者 

精神障害     重度（1 級）の精神障がい者 

■問い合わせ先 

 NHK 視聴者コールセンターナビダイヤル 電話：0570-077-077  FAX：03-5453-4000 

 ※住所の変更など契約内容に変更が生じた場合は、契約者において直接上記までご連絡ください。 

本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆携帯電話基本使用料等の割引◆ 

 障がい者の方に対する携帯電話基本使用料などの割引サービスが行われています。 
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■対象 

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方 

 

■問い合わせ先 

 それぞれの携帯電話会社 

 

◆無料電話番号案内◆ 

 身体障害者手帳（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動障害２級以上の方と視覚障がい者に

限る）、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持している方を対象に、番号案内を無料にする「ふれあい」案

内が提供されています。ご利用には、事前に登録が必要です。 

■問い合わせ先   ＮＴＴ NTTふれあい案内担当フリーダイヤル 0120-104174(全国共通) 

 

◆駐車禁止規制の適用除外◆ 

 障がいがあり、歩行が困難な人が使用中の車両について駐車禁止規制の適用が除外されます。 

■問い合わせ先 

 ○今治警察署 電話：0898-34-0110（代） ○伯方警察署 電話：0897-72-0110（代） 

 

◆パーキングパーミット制度◆ 

 パーキングパーミット制度とは、県内の公共施設やショッピングセンターなどに設置された身体障がい者等用駐

車場（車いすマークがある駐車場）を適正に利用していただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など、

歩行が困難な方に、県がパーキングパーミット（身体障がい者等用駐車場利用証）を交付し、その駐車場を本当に

必要とされる方に利用していただけるようにする制度です。 

■交付対象者と有効期間 

次の表に該当する方が対象です。ただし、障がいの区分や等級により対象とならない場合がありますので、詳し

くは県ＨＰを御覧いただくか、個別にお問い合わせください。 

交付対象者（※歩行が困難な方） 有効期間 

身体障がい、知的障がいあるいは精神障がいのある方 
５年間 

要介護認定を受けた高齢者または難病患者等 

一時的に歩行が困難 

妊産婦の方 産前７か月～産後１年間 

けがをされている方 
車いす・杖などの使用期間 

（最長 18 ヶ月） 

■利用できる場所 

 公共施設、ショッピングセンターや病院など、パーキングパーミット制度にご協力をいただける施設（駐車場に

ステッカーや看板などの案内表示があります）で利用できます。 

また、令和５年１２月現在、この制度を導入している４２府県において相互利用が出来ます。 

【相互利用府県】※愛媛県交付のパーキングパーミットを他の４１府県の協力施設で使うことができます。 

岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 千葉  新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 

三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 香川 徳島 高知 福岡 佐賀 

長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課、介護保険課、健康推進課 または各支所住民サービス課 

 

◆郵便による不在者投票◆ 

 両下肢、体幹、移動機能に障がい（２級以上）、内臓機能に障がい（３級以上）、免疫に障がい（３級以上）の

ある障がい者は郵便による不在者投票が可能です。投票する場合は、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要
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があります。また、上肢、視覚の１級障がい者の方は代理記載が可能です。 

■問い合わせ先 

 今治市選挙管理委員会事務局 電話：0898-36-1590 

◆公共施設の割引（今治市内）◆ 

 障がい者及びその介護者（障がい者1人につき1人に限る）が次の公共施設を利用する際に障害者手帳を提示する

ことで、個人の観覧料が無料になります。 

■対象施設 

 今治城、今治市河野美術館、今治市玉川近代美術館、今治市大三島美術館(本館及び別館)、今治市伊東豊雄建築ミ

ュージアム、ところミュージアム大三島、今治市岩田健母と子のミュージアム、今治市村上海賊ミュージアム、   

今治市大西藤山歴史資料館、今治市吉海郷土文化センター、今治市上浦歴史民俗資料館、かわら館（瓦のふるさと

公園） 

※その他にも利用料が割引となる公共施設もありますので、各施設へお問い合わせください。 

 

 

給付・助成・補助 

◆補装具費の給付（購入、修理及び借受け）◆ 

 身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等の方に、障がいの内容や程度に応じて、車いすや義肢、眼鏡や補聴

器などの補装具の購入、修理及び借受けにかかる費用について、補装具費の支給を行います。必ず事前に申請して

ください。申請前に、購入された場合は、対象になりません。 

※平成３０年４月から一部の補装具について、借受けが導入されました。 

■対象 

身体障害者手帳の交付を受けた方及び難病患者等の方 

※ただし、障がい者本人またはその世帯に市民税所得割の課税額が４６万円を超える方がいる場合は、支給の対

象となりません。 

■補装具の種類 

障害種別 補  装  具 

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚障害 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置（修理のみ） 

肢体不自由 
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ（1 本

つえを除く）、重度障害者意思伝達装置 

肢体不自由（児童のみ） 座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具 

心臓機能障害・呼吸機能障害 歩行器、歩行補助つえ（1 本つえを除く）、電動車いす 

難病等 車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者意思伝達装置、靴型装具等 

※補装具の給付は、障がいの程度によって異なり、補装具にはそれぞれ給付の限度となる金額が定められています。 

■意見書・処方箋、判定交付 

  補装具の種類によっては、医師の意見書・処方箋や愛媛県福祉総合支援センターの判定が必要です。 

■自己負担 

自己負担は原則 1 割です。ただし、本人または世帯の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されています。 

※平成 22 年 4 月から市民税非課税世帯の方は自己負担が無料になりました。 

■介護保険や労災保険との調整 

身体障害者手帳の交付を受けた方であっても介護保険対象者（65歳以上の方、または 40歳から 64 歳までの 

16 種類の疾病（脳血管疾患等）に該当する方）や労災保険対象者は、各々の保険で支給または貸与される補装具が

優先されます。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
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◆軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成◆ 

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケ

ーション力の向上を目的とし、補聴器の購入費用に対する助成を行います。必ず事前に申請してください。申請前

に、購入された場合は、対象になりません。 

■対象 

 原則として、両耳の聴力レベルが３０デシベル以上の１８歳未満の方 

※ただし、世帯に市民税所得割の課税額が 46万円を超える方がいる場合は、支給の対象となりません。 

■助成対象 

新規及び更新時の補聴器（本体及び付属品（電池・イヤモールド）） 

※修理、イヤモールドの交換等は、助成対象外です。 

■助成率 

 助成基準額の２／３（円未満切捨て） 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆日常生活用具の給付◆ 

 障がい者及び障がい児に対し、円滑に日常生活が送れるように必要な用具を給付します。

必ず事前に申請してください。申請前に、購入された場合は、対象になりません。 

■対象 

 障がい者及び障がい児で、主に１・２級の身体障害者手帳及び重度の療育手帳の交付を

受けた方。用具によっては３級以下でも給付可能なものもあります。 

※ただし、障がい者本人またはその世帯に市民税所得割の課税額が 46 万円を超える方

がいる場合は、支給の対象となりません。 

■日常生活用具の種目 

障害種別 日常生活用具 

視覚障害 

視覚障がい者用ポータブルレコーダ、盲人用時計、点字タイプライター、盲人用

音声式体温計、盲人用音声式血圧計、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型

送信機、点字図書、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用活字文書読上げ

装置、点字器、電磁調理器、情報・通信支援用具、地上デジタル放送対応ラジオ

等 

視覚障害２級以上 

かつ聴覚障害２級 
点字ディスプレイ 

聴覚障害 
聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受

信装置、人工内耳用音声信号処理装置（購入）、人工内耳用電池等 

音声・言語機能障害 携帯用会話補助装置、人工喉頭 

肢体不自由（上肢） 特殊便器、携帯用会話補助装置、Ｔ字状・棒状のつえ、情報・通信支援用具 

肢体不自由（下肢・体幹） 

特殊尿器、特殊マット、便器、手すり（便器に手すりをつけた場合）、入浴担架、

体位変換器、特殊寝台、訓練用ベッド、訓練いす、移動用リフト、居宅生活動作

補助用具、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、携帯用会話補助装置、Ｔ字状・

棒状のつえ 

ぼうこう・直腸機能障害 ストマ用装具、紙おむつ等 

じん臓機能障害 透析液加温器 
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呼吸機能障害 
ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、非常用電源装置（人工呼吸器、吸

入器、電気式たん吸引器用） 

療育手帳A 特殊マット、特殊便器、電磁調理器 

障害等級２級以上 

または療育手帳Ａ 
火災報知器、自動消火器 

身体障害者手帳所持者 

または療育手帳Ａ 
頭部保護帽 

排尿障害 収尿器 

難病等 

便器、手すり（便器に手すりをつけた場合）、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、

体位変換器、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、電気式たん吸引器、ネブライ

ザー（吸入器）、移動用リフト、居宅生活動作補助用具、特殊便器、訓練用ベッ

ド、自動消火器、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） 

■自己負担 

 自己負担は原則１割です。ただし、本人または世帯の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されています。 

  ※平成 22 年 4 月から市民税非課税世帯の方は自己負担が無料になりました。 

■介護保険との調整 

 障害者手帳の交付を受けた方であっても介護保険対象者（65 歳以上の方、または 40歳から 64歳までの 16種

類の疾病（脳血管疾患等）に該当する方）は、介護保険で福祉用具の貸与または購入費の支給を受けることが優先

されます。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆住宅改修費の給付◆ 

 身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者（児）の方に、住宅改修費の給付を行います。 

■対象 

下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する身体障がい者及び学齢

児以上の身体障がい児であって障害程度等級３級以上の方、特殊便器への取替えについては肢体不自由上肢障害２

級以上の方 

■内容 

住宅改修の範囲は、手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸

等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替えなどです。 

 住宅改修費の給付は原則１回とし、上限額は20万円で、自己負担は原則１割になります。 

 ※平成22年4月から市民税非課税世帯の方は自己負担が無料になりました。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆身体障害者自動車運転免許取得費補助金◆ 

 身体障がい者の方の自立更生を図るため、身体障がい者の方が自動車運転免許を取得するために必要な経費に対

し、身体障害者運転免許取得費補助金を交付します。 ※免許取得後6か月以内に申請してください。 

■対象 

 ・身体障害者手帳の交付を受けている方 

 ・道路交通法による自動車運転免許（第１種普通免許に限る）を取得した方 

■内容 

 運転免許取得のために要した経費を補助の対象とし、補助率は３分の２とし、10万円

（千円未満は切捨て）を限度とします。 

■問い合わせ先 
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 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆身体障害者用自動車改造費補助金◆ 

 重度の身体障がい者の方が就労等に伴い、自動車を取得し、その自動車の改造を行う場合に要する経費の一部を

補助します。 

■対象 

 ・身体障害者手帳の交付を受けている方で、上肢、下肢または体幹機能障害２級以上の方 

 ・前年の所得が特別障害者手当制度で用いている所得制限を超えない世帯に属すること 

 ・社会参加のために、自らが所有し、運転する自動車の改造を必要とする方 

■内容 

 自動車の走行及び駆動装置等の一部を改造するために要する経費を補助の対象とし、10万円（千円未満は切り捨

て）を限度とします。 

 自動車は障がい者の方の名義の車で、改造する前に申請してください。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆重度身体障がい者用介助用自動車購入等補助金◆ 

 車椅子を使用する在宅の重度の身体障がい者が、移動に際し必要とする自動車をリフト付き等に改造する費用、

または既に改造された自動車を新規に購入する経費に対しその経費の一部を補助します。 

■対象 

 ・市内に居住する者で、身体障害者手帳を所持し、下肢2級以上または体幹機能障害3級以上の方移動に際し車い

すを使用している者。 

・上記に掲げる者の介助者であって、市内に住所を有する者。ただし、法人を除く。 

■内容 

 ・障がい者が容易に乗降できるように補助対象者名義の自動車を改造するために要する経費、または既に改造さ

れた自動車（新車）を購入する経費であって、改造のない同型車両購入費の差額部分 

 ・対象経費以内で、10万円を限度とする。（千円未満切り捨て） 

※改造・購入前に事前に申請が必要です。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆しまなみの子どもを育む交通費助成◆ 

今治市島しょ部に住所を有する方の児童が、愛媛県内の障害児通所支援事業所へ通所した場合、交通費の一部を

助成します。 

■対象 

・島しょ部（大島・伯方・大三島・関前地域）に居住かつ住民基本台帳法に基づく住所が記載されている方 

・有料道路の障がい者割引制度の対象外の方 

・交付申請日において、申請者が市税の滞納をしていないこと 

 ■内容 

 島しょ部を発着するしまなみ海道通行料及び関前を発着する船舶乗船料の一部を補助 

■問い合わせ先 

 ・しまなみ振興課 電話 0897-72-8772 

 ・本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
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◆腎臓機能障害者宿泊施設利用補助金◆ 

台風等による西瀬戸自動車道等の通行止めが予想される場合に、今治市島しょ部に住所を有する腎臓機能障がい

者が人工透析療法を受けるため事前に橋梁を渡り、今治市等の宿泊施設を利用した場合の宿泊費を補助します。 

（台風等による通行止めが予想される場合とは、医療機関で人工透析療法を受ける前日までに道路管理者により通

行止めの可能性情報が発表されている場合をいいます。） 

 

■内容 

 宿泊費を補助の対象とし、補助率は３分の２。4,600円を限度とします。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆福祉電話の貸与◆ 

 外出困難な在宅の重度障がい者に対し、コミュニケーション及び緊急連絡手段として必要があると認める方に福

祉電話を貸与します。基本料金、設置及び撤去に要する費用を市が負担します。（それ以外の費用は貸与を受けた方

の負担） 

■対象 

 現に電話を保有しない低所得世帯（市民税非課税世帯）に属する重度身体障がい者（１、2級） 

■問い合わせ先   本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆NET１１９緊急通報システム◆ 

 音声で通報できない方が携帯電話の操作により、消防署へ火災や救急要請の通報をするシステムです。 

■対象 

 今治市内にお住まいの聴覚・音声・言語に障がいのある方 

■必要な物 

 ・使用する携帯電話・スマートフォン・パソコン（※） 

 ・身分証明書（身体障害者手帳、運転免許証など） 

※インターネット接続契約が必要です。 

■問い合わせ先 

（登録について）本庁障がい福祉課 

（通報システムについて）消防本部通信指令課 電話：0898-32-2773 FAX：0898-32-0119 

 

◆電話リレーサービス利用料助成◆ 

 聴覚、音声、言語に障がいがある方の意思疎通及び社会参加を支援するため、電話リレーサービスの利用料の 

一部を助成します。 

■対象 

 今治市内にお住まいの電話リレーサービスの利用者登録をしている聴覚・音声・言語に障がいのある方 

■内容 

 毎月の利用料に対して500円を限度として助成します。 

■問い合わせ先 

本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
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支援・介助・派遣 

◆障害福祉サービス◆ 

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者等の方を対象とした、施設入所・通所、ホー

ムヘルプ、ショートステイ、グループホーム等の利用方法は、障害者総合支援法で定められています。 

■利用できるサービス 

 サービス名 サービス内容 

介護給付 

居宅介護 

居宅において入浴、排せつまたは食事等の介護、調理、洗濯等の家事並びに生活

等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います 

・身体介護 

・家事援助 

・通院等介助（身体介護を伴う、身体介護を伴わない） 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困

難を有し、常時介護を要する障がい者につき、居宅における入浴、排せつまたは

食事の介護等及び外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、入院又

は施設等に入所している障がい者に対して、意思疎通の支援等を行います 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時におい

て、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援

護その他の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行います 

行動援護 

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であっ

て常時介護が必要な方で、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避す

るために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います 

療養介護 

医療を要する障がい者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間にお

いて、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下

における介護及び日常生活上の世話を行います 

生活介護 

常時介護を要する障がい者につき、主として昼間において、障害者支援施設等に

おいて入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供等を

行います 

短期入所 

居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設等へ

の短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をして、

入浴、排せつまたは食事の介護等を行います 

重度障害者等 

包括支援 

常時介護を要する障がい者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いもの

につき、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します 

施設入所支援 
施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつまたは食

事の介護等を行います 
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訓練等給付 

自立訓練 
自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能

または生活能力の向上のために必要な訓練等を行います 

就労移行支援 
就労を希望する障がい者につき、一定期間、生産活動その他の活動の機会の提供

を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います 

就労継続支援 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供する

とともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向

上のために必要な訓練等を行います 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者に対し、相談を通じて

生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う

課題解決に向けて必要となる支援を行います 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望

する方の居宅を定期的に訪問し、生活状況等の確認をして必要な助言や医療機関

等との連絡調整を行います 

共同生活援助 
地域において、共同生活を営むべき住居で入浴、排せつ、食事の介護等または相

談その他の日常生活上の援助を行います 

■利用者負担額 

 自己負担は原則１割です。ただし、本人または世帯の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されています。 

■介護保険との調整 

 障害者手帳の交付を受けた方であっても介護保険対象者（65歳以上の方、または、40歳から 64歳までの 1６

種類の疾病（脳血管疾患等）に該当する方）は、介護保険が優先されます。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆障害児通所支援◆ 

 障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じて専門的な支援を行います。 

 サービス名 サービス内容 

障害児通所給付 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適

応訓練、その他の必要な支援を行います 

放課後等デイサービス 

学校通学中の障がい児に対して、授業の終了後又は学校の休業日に、生活

能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行い

ます 

居宅訪問型 

児童発達支援 

重度の障がいの状態またはそれに準ずる状態であるため、外出することが

著しく困難な児童生徒に、居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作の指導、

知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行います 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要

な支援を行います 

■利用者負担額 

 自己負担は原則１割です。ただし、対象となる児童の保護者の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されてい

ます。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 
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◆レスパイトサービス◆ 

 在宅の障がい者及び障がい児の介護者の地域生活を支援するため、介護者の疾病、冠婚葬祭等により、介護が困

難となった場合、介護者に代わって、一時的に障がい者を保護します。 

■対象 

 今治市内にお住まいで在宅の障がい者及び障がい児 

■利用者負担額 

 自己負担は原則１割です。ただし、本人または世帯の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されています。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆医療的ケア児在宅レスパイトサービス◆ 

 在宅の医療的ケア児の看護や介護を行うご家族の負担軽減を図るため、健康保険法の適用対象時間を超えて訪問

看護をご利用される際の費用の一部を助成します。 

■対象 

 今治市内の在宅の医療的ケア児で、医師の訪問看護指示書による訪問看護による医療的ケアを受けている方。 

■利用者負担額 

 自己負担は原則１割です。ただし、本人または世帯の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されています。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

◆移動支援◆ 

 屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加の

ための外出の際の支援をします。 

■対象 

 今治市にお住まいで在宅の障がい者及び障がい児 

ただし、身体障がい者及び身体障がい児は、次の項目のいずれかに該当する方です。 

・全身性障がい者 

・車椅子を常用する方 

■利用者負担額 

 自己負担は原則１割です。ただし、本人または世帯の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されています。 

  ■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

◆重度障がい者（児）タクシー利用助成◆ 

 在宅の重度心身障がい者（児）が、タクシーを利用する場合に、その料金の一部（基本料金）を助成します。 

■対象 

今治市内にお住まいの在宅の方で、以下に該当する障害者手帳の交付を受けている方です。 

手帳の種類 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 

等級 １・２級 Ａ １・２級 

※ただし、以下の方は対象外となります。 

 １ 身体障害者福祉法に基づく障害者支援施設等入所者 

 ２ 知的障害者福祉法に基づく障害者支援施設等入所者 

 ３ 老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム入所者 

 ４ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等入所者 

 ５ 生活保護法に基づく保護施設入所者 
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■内容 

 タクシー利用助成券をお渡しします。タクシー利用助成券は、乗車１回ごとに基本料金分が助成されます。 

年間24枚（回）です。（該当する年度の4月1日から３月31日までの期間）   

※紛失等による再交付はありません。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆安否確認サービス◆  

 ひとり暮らしで安否確認の必要な障がい者等に対し、定期的に電話等で安否確認や各種の相談に応じます。 

■対象 

 今治市内にお住まいの、６４歳以下の障がい者等で、定期的に安否の確認が必要な方 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆訪問入浴サービス◆ 

 在宅の重度身体障がい者（児）や難病患者に対し、介助員が居宅を訪問し、浴槽車で入浴介護を行います。 

■対象 

 今治市内にお住まいの、在宅の重度心身障がい者（児）や難病患者であって、次の項目に該当する方です。 

  ・医師が入浴を認めた方 

  ・現に障害福祉サービス（生活介護等）において、今治市障がい者訪問入浴サービス費支給要綱に定める事業

の内容に相当するサービスを受けていない方 

  ・介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により、今治市障がい者訪問入浴サービス費支給要綱に定め

る事業の内容に相当するサービスを受けることができない方 

■利用者負担額 

 自己負担は原則１割です。ただし、本人または世帯の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されています。 

 ※生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯及び市民税非課税世帯の方は自己負担が無料です。 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または各支所住民サービス課 

 

◆手話通訳者派遣◆ 

 聴覚障がい者、音声または言語機能障がい者の方が、手話通訳を必要とする場

合に、手話通訳者を派遣します。利用料は無料です。派遣を希望する方は登録が

必要ですのでご連絡ください。 

 また、今治市役所障がい福祉課には、聴覚障がい者、音声または言語機能障が

い者の方の市役所内の業務に関する仲介や情報提供、更生相談に応じるため、手

話技術を修得した手話通訳者が常駐しています。 

■派遣内容 

 通院、公的機関等の手続き、学校行事、研修・講習会参加、冠婚葬祭など 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または 今治市社会福祉協議会 電話：0898-34-3661 FAX：0898-34-3662 

 ※市外への手話通訳者派遣については、まず本庁障がい福祉課へ 

  

◆要約筆記者派遣◆ 

 難聴などの聴覚に障がいのある方が、筆記通訳を必要とする場合に、要約筆記者を派遣します。利用料は無料で

す。派遣を希望する方は登録が必要ですのでご連絡ください。 
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■派遣内容 

 通院、公的機関等の手続き、学校行事、研修・講習会参加、冠婚葬祭など 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または NPO法人ファインサポート・パピエ 電話・FAX：0898-48-7722 

 ※市外への要約筆記者派遣については、まず本庁障がい福祉課へ 

 

◆点字･声の広報等発行◆ 

文字による情報入手が困難な視覚障がい者のために、点訳、音訳等により、市の広報、

議会だよりを定期的に提供します。 

■対象 

 今治市内にお住まいの視覚障がい者 

■問い合わせ先 

 本庁障がい福祉課 または 今治市社会福祉協議会 電話：0898-22-6063 

 

◆生活福祉資金貸付◆ 

 他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者（児）世帯、日常的に介護を要する高齢者のいる世帯に対し、

独立自活のために必要な資金の貸付と相談・支援により安定した生活を図るための制度です。 

※金融機関での融資、他の公的制度が優先となります。貸付に当たっては条件、審査があります。 

■内容 

 総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金  

■問い合わせ先 

今治市社会福祉協議会 電話：0898-22-6063 FAX：0898-34-6915 

 

◆福祉サービス利用援助事業◆ 

 福祉サービスは、自らが福祉サービスを選択し、契約を結んで利用する仕組みになっています。判断能力に不安

がある方は、どのような福祉サービスがあるのか、どのようにすればサービスを利用できるのかなど、様々な場面

で判断に迷い、適切に福祉サービスを受けられない場合があります。そのような方々ができる限り地域で安心して

自立した生活を送れるようにお手伝いをする事業です。 

■問い合わせ先  

 今治市社会福祉協議会 福祉サービス利用援助事業 電話：0898-22-1144 FAX：0898-22-8441 

 

◆成年後見制度◆ 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選

んでもらう制度です。これにより自分ひとりでは困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行える

ようになります。 

■申立先  

 申立ては本人の住所地（住民登録をしている場所）を管轄する家庭裁判所で行います。 

〇今治市（宮窪町の四阪島を除く）の場合は松山家庭裁判所今治支部 

  〒794-8508 愛媛県今治市常盤町 4丁目 5－3 

  電話：0898-23-0010 FAX：0898-32-0852 

 〇今治市宮窪町の四阪島（宮窪町友浦の内、梶島、明神島、家島、美濃島、鼠島）は松山家庭裁判所西条支部 

〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷 165  

電話：0897-56-0650 FAX：0897-55-2529 

権利擁護 
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●今治市発達支援センター 

個別相談のほか、発達への不安がある皆さんのニーズに合わせて的確な支援が継続できるよう、関係機関との 

調整等を行います。 

〒794-0033 

今治市東門町５丁目８４０番４ 

電話：0898－22－2752 

FAX：0898－22－2753 

月～金 8:30～17:15（土・日・祝日 年末年始休業） 

来所相談・電話相談・巡回相談  原則 予約制 

 

●今治市基幹相談支援センター 

障がいのある方やご家族、関係機関の方々に、必要な支援や情報提供を行います。 

〒794－0043  

今治市南宝来町１丁目９番地８ 

〔今治市総合福祉センター（愛らんど今治）1階〕 

電話：0898－22－6017 

FAX：0898－22－8441 

月～金 8:30～17:30 

（土・日・祝日 年末年始休業） 

 

●相談支援センター 

  各種福祉サービスの紹介や利用手続きの援助のほか、自立と社会参加のための様々な相談支援を行っています。 

今治市障がい者生活支援センター 

（主に身体障がい） 

〒794－0043  

今治市南宝来町１丁目９番地８ 

〔今治市総合福祉センター（愛らんど今治）1階〕 

電話：0898－23－1747 

FAX：0898－22－8441 

月～金 8:30～17:30 

（土・日・祝日 年末年始休業） 

今治福祉施設協会指定相談支援 

事業所今ねっと 

（主に知的障がい） 

〒794－0043  

今治市南宝来町１丁目９番地８ 

〔今治市総合福祉センター（愛らんど今治）2階〕 

電話：0898－23－4080  

FAX：0898－22－9715 

月～金 8:30～17:15 

（土・日・祝日 年末年始休業） 

今治市障害者地域活動支援センター 

ときめき 

（主に精神障がい） 

〒794－0032  

今治市天保山町２丁目２番地１ 

電話：0898－34－3081  

FAX：0898－34－3082 

9:00～18:00 

（火・祝日 年末年始休業） 

 

●就業・生活支援センター 

  就労に関する相談支援を行っています。 

障害者就業・生活支援センターあみ 

（就労についての相談） 

〒794－0028  

今治市北宝来町２丁目２番地１２ 

電話：0898－34－8811  

FAX：0898－34－8833 

月～金 8:30～17:30  

（土・日・祝日 年末年始休業） 

 

●相談員 

  障がいのある方やその家族の方の悩みや気持ちを真に理解して、より適切なアドバイスが行えるよう、同じ障

がいのある方やその家族の方など熱意のある方が相談員になって、直接、相談支援活動を行っています。 

氏名(敬称略) 住所 所属団体名 相談を受ける電話番号等 

篠 原  正 彦 拝志９－１１ 今治市身体障がい者福祉会 0898-48-4385 

門 岡  通 則 中日吉町２－３－３２ 今治市視覚障害者協会 0898-22-4830 

青 井  均 ― しまなみひうち聴覚障害者協会 サン・アビリティーズ今治まで 

お問い合わせください 野間  有造 ― 今治肢体不自由児（者）父母の会 

上岡  哲典 東鳥生町 今治市内部障害者団体協議会 0898-33-2208 

村上  哲宣 古国分 2-8-58 
来島家族の会 

地域活動支援センター「ときめき」まで

お問い合わせください 松浦 恵美子 古国分１－５－３５ 

渡邉   進 朝倉上甲７９４―1 今治市朝倉身体障がい者友愛会 0898-56-2434 

越智   惠 玉川町鈍川戊４２７ 今治市玉川町身体障害者福祉会 0898-55-3473 

菊 川 幸 徳 波方町小部甲 今治市波方町身体障がい者友愛会 0898-52-7177 

中 村  満 一 大西町九王１２８０－５ 今治市大西町身体障がい者互助会 0898-53-2981 

相談窓口 
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後 藤  稔 上浦町井口 2318 今治市上浦町身体障害者福祉会 0897-87-3992 

菅  さつき 大三島町宮浦５５７５ 今治市大三島町身体障害者互助会 0897-82-0074 

矢野  信子 市民活動センター内（別宮町） 

今治市手をつなぐ育成会 

0898-24-0889 

安永  素子 菊間町浜 612 0898-54-2239 

山 中  英 樹 伯方町北浦甲１５０１－２ 0897-73-0327 

檜 垣  正 桜井乙３２－３６１ 0898-47-4389 

中 村  知 子 玉川町小鴨部甲 184-7 0898-55-4360 

 

●今治市障がい者団体連合会 障がい者相談窓口 

今治市喜田村２丁目１番１０号 

サン・アビリティーズ今治 

午後１時３０分から午後 3 時まで 

電話：089８-48-3477 

FAX：089８-47-3629 

 

●その他の相談機関 

愛媛県障がい福祉課 

（障がい者福祉全般） 
〒790-8570 松山市一番町４丁目４－２ 電話 089-941-2111㈹ 

愛媛県 

福祉総合支援 

センター 

判定課 

（旧中央児童相談所） 

〒790-0811 松山市本町７－２ 

電話：089-922-5040 

FAX：089-923-9234 

障がい者支援課 

（旧知的障害者更生相談所） 

電話：089-923-4471 

FAX：089-923-9234 

身体障がい者支援グループ 

（旧身体障害者更生相談所） 

電話：089-924-1216 

FAX：089-911-2181 

心と体の健康センター 〒790-0811 松山市本町７－２ 
電話：089-911-3880 

FAX：089-923-8797 

子ども療育センター 〒791-0212 東温市田窪2135 
電話：089-955-5533 

FAX：089-955-5546 

発達障がい者支援センター 

「あい❤ゆう」 
〒791-0212 東温市田窪2135 子ども療育センター内 

電話：089-955-553２ 

FAX：089-955-554７ 

愛媛県 

医療的ケア児支援センター 
〒791-0212 東温市田窪 2135 子ども療育センター内 

電話：089-997-7756 

毎週水曜日 9：30～16：00 

愛媛県身体障がい者福祉センター 

（更生相談，リハビリ，スポーツ） 
〒790-0843 松山市道後町２丁目１２－１１ 

電話：089-924-2101 

FAX：089-923-3717 

愛媛県視聴覚福祉センター 

（視覚・聴覚障がいに関すること） 
〒790-0811 松山市本町６丁目１１－５ 

電話：089-923-9093 

FAX：089-923-9224 

愛媛県障害者職業センター 

（職能，相談ほか） 
〒790-0808 松山市若草町７－２ 

電話：089-921-1213 

FAX：089-921-1214 

今治公共職業安定所（ハローワーク今治） 

（就労について） 
〒794-0043 今治市南宝来町2-1-6 

電話：0898-32-5020 

FAX：0898-33-3593 

今治市社会福祉協議会 

 子育て支援事業ボランティアセンター 

（発達障がい者（児）について） 

〒794-0043 今治市南宝来町１－９－８ 
電話：0898-22-6063 

FAX：0898-34-6915 

今治年金事務所 

（健康保険・厚生年金について） 
〒794-8515 今治市別宮町6-4-5 

電話：0898-32-6141 

FAX：0898-32-3519 

苦情解決 救ピット委員会 

（ 福祉サービスの苦情相談）  

〒790-8553  

松山市持田町三丁目8番15号 愛媛県総合社会福祉会館内 

電話：089-998-3477 

FAX：089-921-8939 
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○身体障害者障害程度等級表 

等級 １級 ２級 ３級 

視覚障害  視力の良い方の眼の視力

（万国式試視力表によって測

ったものをいい、屈折異常の

ある者については、矯正視力

について測ったものをいう。

以下同じ。）が0.01以下のもの 

 

１ 視力の良い方の眼の視力

が0.02以上0.03以下のもの 

２ 視力の良い方の眼の視力

が0.04かつ他方の眼の視力

が手動弁以下のもの 

３ 周辺視野角度（Ⅰ／４視

標による。以下同じ。）の総

和が左右眼それぞれ80度以

下かつ両眼中心視野角度

（Ⅰ／２視標による。以下

同じ。）が28度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が70点

以下かつ両眼中心視野視認

点数が20点以下のもの 

１ 視力の良い方の眼の視力

が0.04以上0.07以下のもの

（２級の２に該当するもの

を除く。） 

２ 視力の良い方の眼の視力

が0.08かつ他方の眼の視力

が手動弁以下のもの 

３ 周辺視野角度の総和が左

右眼それぞれ80度以下かつ

両眼中心視野角度が56度以

下のもの 

４ 両眼開放視認点数が70点

以下かつ両眼中心視野視認

点数が40点以下のもの 

聴覚又は平衡

機能の障害 

聴覚障害  両耳の聴力レベルがそれぞ

れ100デシベル以上のもの（両

耳全ろう） 

 

両耳の聴力レベルが 90デシ

ベル以上のもの（耳介に接しな

ければ大声話を理解し得ない

もの） 

 

 

 

平衡機能障害   平衡機能の極めて著しい障害 

音声機能、言語機能又はそし

ゃく機能の障害 
  音声機能、言語機能又はそしゃ

く機能の喪失 

肢体不自由 上肢 １ 両上肢の機能を全廃した

もの 

２ 両上肢を手関節以上で欠

くもの 

 

１ 両上肢の機能の著しい障

害 

２ 両上肢のすべての指を欠

くもの 

３ 一上肢を上腕の２分の１

以上で欠くもの 

４ 一上肢の機能を全廃した

もの 

１ 両上肢のおや指及びひと

さし指を欠くもの 

２ 両上肢のおや指及びひと

さし指の機能を全廃したも

の 

３ 一上肢の機能の著しい障

害 

４ 一上肢のすべての指を欠

くもの 

５ 一上肢のすべての指の機

能を全廃したもの 

 

 

 

 

 

下肢 １ 両下肢の機能を全廃した

もの 

２ 両下肢を大腿の２分の１

以上で欠くもの 

 

１ 両下肢の機能の著しい障

害 

２ 両下肢を下腿の２分の１

以上で欠くもの 

 

１ 両下肢をショパー関節以

上で欠くもの 

２ 一下肢を大腿の２分の１

以上で欠くもの 

３ 一下肢の機能を全廃した

もの 
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身体障害者福祉法施行規則別表第５号 

４級 ５級 ６級 ７級 

１ 視力の良い方の眼の視力が

0.08以上0.1以下のもの（３級

の２に該当するものを除く。） 

２ 周辺視野角度の総和が左右

眼それぞれ80度以下のもの 

３ 両眼開放視認点数が70点以

下のもの 

１ 視力の良い方の眼の視

力が0.2かつ他方の眼の

視力が0.02以下のもの 

２ 両眼による視野の２分

の１以上が欠けているも

の 

３ 両眼中心視野角度が56

度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が70

点を超えかつ100点以下

のもの 

５ 両眼中心視野視認点数

が40点以下のもの 

 

視力の良い方の眼の視力

が0.3以上0.6以下かつ他方

の眼の視力が0.02以下のも

の 

 

１ 両耳の聴力レベルが80デシ

ベル以上のもの（耳介に接し

なければ話声語を理解し得な

いもの） 

２ 両耳による普通話声の最良

の語音明瞭度が50パーセント

以下のもの 

 

 １ 両耳の聴力レベルが70

デシベル以上のもの（40

センチメートル以上の距

離で発声された会話語を

理解し得ないもの） 

２ 一側耳の聴力レベルが

90デシベル以上、他側耳

の聴力レベルが50デシベ

ル以上のもの 

 

 

 平衡機能の著しい障害   

音声機能、言語機能又はそしゃ

く機能の著しい障害 
   

 

１ 両上肢のおや指を欠くもの 

２ 両上肢のおや指の機能を全

廃したもの 

３ 一上肢の肩関節、肘関節又

は手関節のうち、いずれか一

関節の機能を全廃したもの 

４ 一上肢のおや指及びひとさ

し指を欠くもの 

５ 一上肢のおや指及びひとさ

し指の機能を全廃したもの 

６ おや指又はひとさし指を含

めて一上肢の三指を欠くもの 

７ おや指又はひとさし指を含

めて一上肢の三指の機能を全

廃したもの 

８ おや指又はひとさし指を含

めて一上肢の四指の機能の著

しい障害 

１ 両上肢のおや指の機能

の著しい障害 

２ 一上肢の肩関節、肘関

節又は手関節のうち、い

ずれか一関節の機能の著

しい障害 

３ 一上肢のおや指を欠く

もの 

４ 一上肢のおや指の機能

を全廃したもの 

５ 一上肢のおや指及びひ

とさし指の機能の著しい

障害 

６ おや指又はひとさし指

を含めて一上肢の三指の

機能の著しい障害 

１ 一上肢のおや指の機能

の著しい障害 

２ ひとさし指を含めて一

上肢の二指を欠くもの 

３ ひとさし指を含めて一

上肢の二指の機能を全廃

したもの 

１ 一上肢の機能の軽度の障害 

２ 一上肢の肩関節、肘関節又は

手関節のうち、いずれか一関節

の機能の軽度の障害 

３ 一上肢の手指の機能の軽度

の障害 

４ ひとさし指を含めて一上肢

の二指の機能の著しい障害 

５ 一上肢のなか指、くすり指及

び小指を欠くもの 

６ 一上肢のなか指、くすり指及

び小指の機能を全廃したもの 

１ 両下肢のすべての指を欠く

もの 

２ 両下肢のすべての指の機能

を全廃したもの 

３ 一下肢を下腿の２分の１以

上で欠くもの 

４ 一下肢の機能の著しい障害 

５ 一下肢の股関節又は膝関節

の機能を全廃したもの 

６ 一下肢が健側に比して10セ

ンチメートル以上又は健側の

長さの10分の１以上短いもの 

 

１ 一下肢の股関節又は膝

関節の機能の著しい障害 

２ 一下肢の足関節の機能

を全廃したもの 

３ 一下肢が健側に比して

５センチメートル以上又

は健側の長さの15分の１

以上短いもの 

１ 一下肢をリスフラン関

節以上で欠くもの 

２ 一下肢の足関節の機能

の著しい障害 

１ 両下肢のすべての指の機能

の著しい障害 

２ 一下肢の機能の軽度の障害 

３ 一下肢の股関節、膝関節又は

足関節のうち、いずれか一関節

の機能の軽度の障害 

４ 一下肢のすべての指を欠く

もの 

５ 一下肢のすべての指の機能

を全廃したもの 

６ 一下肢が健側に比して３セ

ンチメートル以上又は健側の

長さの20分の１以上短いもの 
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○身体障害者障害程度等級表 

等級 １級 ２級 ３級 

肢体不

自由 

体幹 体幹の機能障害により坐

っていることができないも

の 

１ 体幹の機能障害により

坐位又は起立位を保つこ

とが困難なもの 

２ 体幹の機能障害により

立ち上ることが困難なも

の 

体幹の機能障害により歩行が

困難なもの 

乳幼児期

以前の非

進行性の

脳病変に

よる運動

機能障害 

上 肢 機

能 

不随意運動・失調等によ

り上肢を使用する日常生活

動作がほとんど不可能なも

の 

不随意運動・失調等によ

り上肢を使用する日常生活

動作が極度に制限されるも

の 

不随意運動・失調等により上肢

を使用する日常生活動作が著し

く制限されるもの 

移 動 機

能 

不随意運動・失調等によ

り歩行が不可能なもの 

不随意運動・失調等によ

り歩行が極度に制限される

もの 

不随意運動・失調等により歩行

が家庭内での日常生活活動に制

限されるもの 

心臓、じ

ん 臓 若

し く は

呼 吸 器

又 は ぼ

う こ う

若 し く

は直腸、

小腸、ヒ

ト 免 疫

不 全 ウ

イ ル ス

に よ る

免 疫 若

し く は

肝 臓 の

機 能 の

障害 

 

心臓機能障害 心臓の機能の障害により

自己の身辺の日常生活活動

が極度に制限されるもの 

 心臓の機能の障害により家庭

内での日常生活活動が著しく制

限されるもの 

じん機能障害 じん臓の機能の障害によ

り自己の身辺の日常生活活

動が極度に制限されるもの 

 じん臓の機能の障害により家

庭内での日常生活活動が著しく

制限されるもの 

呼吸器機能障害 呼吸器の機能の障害によ

り自己の身辺の日常生活活

動が極度に制限されるもの 

 呼吸器の機能の障害により家

庭内での日常生活活動が著しく

制限されるもの 

ぼうこう又は直腸の

機能障害 

ぼうこう又は直腸の機能

の障害により自己の身辺の

日常生活活動が極度に制限

されるもの 

 ぼうこう又は直腸の機能の障

害により家庭内での日常生活活

動が著しく制限されるもの 

小腸機能障害 小腸の機能の障害により

自己の身辺の日常生活活動

が極度に制限されるもの 

 小腸の機能の障害により家庭

内での日常生活活動が著しく制

限されるもの 

ヒト免疫不全ウイル

スによる免疫機能障

害 

ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能の障害によ

り日常生活がほとんど不可

能なもの 

ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能の障害によ

り日常生活が極度に制限さ

れるもの 

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能の障害により日常生

活が著しく制限されるもの（社会

での日常生活活動が著しく制限

されるものを除く。） 

肝臓機能障害 肝臓の機能の障害により

日常生活活動がほとんど不

可能なもの 

肝臓の機能の障害により

日常生活活動が極度に制限

されるもの 

肝臓の機能の障害により日常

生活活動が著しく制限されるも

の（社会での日常生活活動が著し

く制限されるものを除く。） 

 

備考 

１ 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、１級うえの級とする。ただし､二つの重複する障害が特に本表中に

指定せられているものは、該当等級とする。  

２ 肢体不自由においては、７級に該当する障害が二以上重複する場合は、６級とする。 

３ 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることが

できる。  

４ 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。  

５ 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。  

６ 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）

をもって計測したものをいう。  

７ 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。  

８ ７級については、単独での手帳の交付は受けられません。 
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身体障害者福祉法施行規則別表第５号 

４級 ５級 ６級 ７級 

 体幹の機能の著しい障害   

不随意運動・失調等による上

肢の機能障害により社会での日

常生活活動が著しく制限される

もの 

不随意運動・失調等によ

る上肢の機能障害により社

会での日常生活活動に支障

のあるもの 

不随意運動・失調等によ

り上肢の機能の劣るもの 

上肢に不随意運動・失調等を有

するもの 

不随意運動・失調等により社

会での日常生活活動が著しく制

限されるもの 

不随意運動・失調等によ

り社会での日常生活活動に

支障のあるもの 

不随意運動・失調等によ

り移動機能の劣るもの 

下肢に不随意運動・失調等を有

するもの 

心臓の機能の障害により社会

での日常生活活動が著しく制限

されるもの 

   

じん臓の機能の障害により社

会での日常生活活動が著しく制

限されるもの 

   

呼吸器の機能の障害により社

会での日常生活活動が著しく制

限されるもの 

   

ぼうこう又は直腸の機能の障

害により社会での日常生活活動

が著しく制限されるもの 

 

   

小腸の機能の障害により社会

での日常生活活動が著しく制限

されるもの 

   

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能の障害により社会で

の日常生活活動が著しく制限さ

れるもの 

 

   

肝臓の機能の障害により社会

での日常生活活動が著しく制限

されるもの 
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